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報告第  ３  号  

 

 

 

専決処分の報告について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき報告する。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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専決処分第  ５  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

基づき、次のとおり専決処分する。  

 

 

  令和８年３月２３日  処分  

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

記  

 

１．事故発生の日時及び場所  

   日  時  令和８年１月７日（水）  午前８時００分頃  

   場  所  仙北市角館町小勝田間野６８番地  地先  

２．和解及び損害賠償の相手方  

        

           

３．和解に至る経過  

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。  

４．和解の内容  

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として  

金１，９６４円を支払う。  

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。  
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報告第  ４  号  

 

 

 

専決処分の報告について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき報告する。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長  田  口  知  明
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専決処分第  ９  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

基づき、次のとおり専決処分する。  

 

 

令和８年４月１日  処分  

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

記  

 

１．事故発生の日時及び場所  

   日  時  令和８年１月１７日（土）  午後６時３０分頃  

   場  所  仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７番地  地先  

２．和解及び損害賠償の相手方  

        

           

３．和解に至る経過  

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。  

４．和解の内容  

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として  

金１６，７７５円を支払う。  

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。  
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報告第  ５  号  

 

 

 

専決処分の報告について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき報告する。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

7



専決処分第  １０  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

基づき、次のとおり専決処分する。  

 

 

  令和８年４月１日  処分  

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

記  

 

１．事故発生の日時及び場所  

   日  時  令和７年１２月８日（月）  午後１１時００分頃  

   場  所  仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１４番地１３６  地先  

２．和解及び損害賠償の相手方  

        

           

３．和解に至る経過  

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。  

４．和解の内容  

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として  

金２２，８２５円を支払う。  

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。  
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報告第  ６  号  

 

 

 

専決処分の報告について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき報告する。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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専決処分第  １１  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

基づき、次のとおり専決処分する。  

 

 

  令和８年４月２４日  処分  

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

記  

 

１．事故発生の日時及び場所  

   日  時  令和８年２月１８日（水）  午後６時００分頃  

   場  所  仙北市田沢湖卒田字早稲田４３０番地  地先  

２．和解及び損害賠償の相手方  

        

         

           

３．和解に至る経過  

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。  

４．和解の内容  

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として  

金１０，２６５円を支払う。  

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。
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議案第  ５６  号  

 

 

 

専決処分の承認について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、仙北市市税条例（平成１７年仙北市条例第４８号）の

一部を改正する条例の制定について別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明
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専決処分第  ６  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 

 

 仙北市市税条例（平成１７年仙北市条例第４８号）の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

専決処分する。  

 

 

 

  令和８年３月３１日  処分  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 市 税 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第 48号 ） 等 の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

第 18条 の ３ 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 19条 中 「 、 第 7 7条 の ７ 第 １ 項 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号

中 「 第 77条 の ７ 第 １ 項 の 申 告 書 、 」 を 削 る 。  

第 32条 第 ３ 項 中 「 以 下 こ の 項 及 び 次 項 並 び に 」 を 「 次 項 及 び 」 に

改 め 、 「 特 定 配 当 等 と い う 。 ） 」 の 次 に 「 （ 同 号 ロ に 掲 げ る も の を

除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 33条 の ７ 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の

６ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」 に 改 め る 。  

第 35条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 中 「 及 び 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 」 を

「 並 び に 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ４ 号 」 に 改 め る 。  

第 35条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 除 き 、 」 を 「 除 く 。 次 条 第 １ 項

第 ２ 号 に お い て 同 じ 。 ） （ 」 に 改 め 、 「 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同

じ 」 を 削 り 、 同 条 第 ５ 項 中 「 次 条 第 ４ 項 」 を 「 次 条 第 ５ 項 」 に 改 め

る 。  

第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と い

う 。 ） は 、 公 的 年 金 等 支 払 者 （ 所 得 税 法 第 203条 の ６ 第 １ 項 に 規

定 す る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 。 ） の 支 払 者 を い う 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を

受 け る 日 の 前 日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 項 各

号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経

由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  所 得 税 法 第 20 3条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る

申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者  

(２ )  法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203条 の ７ の
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規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 23条 第 １

項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 で あ っ て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務

者 （ 合 計 所 得 金 額 が 900万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） の 自 己

と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 95万 円 以 下 で あ る も

の に 限 る 。 ） を い う 。 次 号 及 び 次 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。 ）

（ 退 職 手 当 等 （ 第 51条 の ２ に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下

こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 又 は

扶 養 親 族 （ 年 齢 1 6歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 で あ っ て 退

職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定 親 族

（ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が

85万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者  

(３ )  法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203条 の ７ の

規 定 の 適 用 を 受 け る も の に 限 る 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 23条 第 １

項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 （ 当 該 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 当 該 公 的 年

金 等 の 額 が そ の 年 最 初 に 当 該 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る べ き 日

の 前 日 の 現 況 に お い て 令 第 48条 の ９ の ７ の ３ に 定 め る 金 額 に 満

た な い 者 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 障 害 者 、 寡 婦 若 し く は ひ と り 親

に 該 当 す る 者 又 は 特 定 配 偶 者 若 し く は 扶 養 親 族 （ 年 齢 16歳 未 満

の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定 親 族 （ 合 計

所 得 金 額 が 85万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者  

第 35条 の ３ の ３ 第 ５ 項 中 「 第 ３ 項 」 を 「 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第 48条 の ９ の ７ の ３ 」 を 「 第 4 8条

の ９ の ８ 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ４

項 と し 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 １ 項 」 に 、 「 法 第 317条 の ３

の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に 」 を 「 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申

告 書 に 」 に 、 「 法 第 31 7条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提

出 す る 」 を 「 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 す る 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 記 載 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

(１ )  公 的 年 金 等 支 払 者 の 名 称  
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(２ )  公 的 年 金 等 受 給 者 が 、 法 第 31 4条 の ２ 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定

す る 特 別 障 害 者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨

及 び そ の 該 当 す る 事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該 当 す る 場 合

に は そ の 旨  

(３ )  特 定 配 偶 者 の 氏 名  

(４ )  扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

(５ )  そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項  

第 61条 中 「 額 が 土 地 」 の 次 に 「 又 は 家 屋 」 を 加 え 、 「 、 家 屋 に あ

っ て は 20万 円 」 を 削 り 、 「 150万 円 」 を 「 180万 円 」 に 改 め る 。  

第 77条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

軽 自 動 車 税 は 、 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 そ の 所 有 者 に 課 す る 。  

第 77条 第 ２ 項 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」

に 、 「 、 第 １ 項 」 を 「 、 前 項 」 に 、 「 そ の 使 用 者 に 」 を 「 当 該 軽 自

動 車 等 の 使 用 者 に 軽 自 動 車 税 を 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 こ れ を

課 さ な い 」 を 「 こ の 限 り で な い 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ２ 項 と す る 。  

第 77条 の ２ 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

軽 自 動 車 等 の 売 買 契 約 に お い て 売 主 が 当 該 軽 自 動 車 等 の 所 有 権

を 留 保 し て い る 場 合 に は 、 買 主 を 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 と み な し て 、

軽 自 動 車 税 を 課 す る 。  

第 77条 の ２ 第 ２ 項 中 「 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 又 は 」 を 削 り 、

同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 を 削 る 。  

第 77条 の ４ か ら 第 77条 の ９ ま で を 削 る 。  

第 79条 の 見 出 し 、 第 80条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 並 び に 第 82条

（ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 83条 の 見 出 し 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同 条 第 １

項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 、 「 第 33号 の ４ の ２ 様 式 」 を

「 第 33号 の ４ 様 式 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 第 33号 の ４

の ２ 様 式 」 を 「 第 33号 の ４ 様 式 」 に 改 め る 。  

第 84条 の 見 出 し 、 第 85条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 並 び に 第 86条 の 見 出

し 並 び に 同 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 、 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 中 「 種 別 割 」 を
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「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 87条 第 ２ 項 中 「 第 77条 第 ３ 項 た だ し 書 」 を 「 第 77条 第 ２ 項 た だ

し 書 」 に 、 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項 中 「 種

別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ６ 条 中 「 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 」 を 「 以 後 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ７ 条 の ３ の 前 の 見 出 し 及 び 同 条 を 削 る 。  

附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 中 「 令 和 20年 度 」 を 「 令 和 25年 度 」 に 、

「 居 住 年 が 平 成 1 1年 か ら 平 成 18年 ま で 又 は 」 を 「 同 法 第 41条 第 １ 項

に 規 定 す る 居 住 年 が 」 に 、 「 令 和 ７ 年 」 を 「 令 和 12年 」 に 、 「 に お

い て 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け な い と き は 」 を 「 に は 」 に 、

「 附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ５ 項 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 附 則 第 ７ 条 の ３ 第

１ 項 」 に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 ７ 条 の ３ と し 、 同 条 に 見 出 し と し て

「 （ 個 人 の 市 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 ） 」 を 付 す る 。  

附 則 第 ７ 条 の ４ 中 「 又 は 附 則 第 2 0条 第 １ 項 」 を 「 、 附 則 第 19条 の

３ 第 １ 項 又 は 附 則 第 20条 第 １ 項 」 に 、 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を

「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ８ 条 第 １ 項 中 「 令 和 ９ 年 度 」 を 「 令 和 12年 度 」 に 改 め 、 同

条 第 ２ 項 中 「 、 附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 削 る 。  

附 則 第 ９ 条 の ２ 中 「 第 ７ 条 の ２ 第 ４ 項 」 の 次 に 「 （ 法 附 則 第 ７ 条

の ３ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） 」 を 加 え る 。  

附 則 第 10条 の ２ 第 ３ 項 中 「 附 則 第 15条 第 14項 」 を 「 附 則 第 15条 第

13項 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 附 則 第 15条 第 21項 」 を 「 附 則 第 1 5条

第 20項 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 中 「 附 則 第 15条 第 2 2項 第 １ 号 」 を 「 附

則 第 15条 第 21項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ６ 項 中 「 附 則 第 15条 第 2 2項

第 ２ 号 」 を 「 附 則 第 15条 第 21項 第 ２ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項 中 「 附

則 第 15条 第 22項 第 ３ 号 」 を 「 附 則 第 15条 第 21項 第 ３ 号 」 に 改 め 、 同

条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 15条 第 23項 第 １ 号 」 を 「 附 則 第 15条 第 22項 第 １

号 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 項 中 「 附 則 第 15条 第 23項 第 ２ 号 」 を 「 附 則 第
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15条 第 22項 第 ２ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 10項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 １

号 イ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 １ 号 イ 」 に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分

の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 11項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 １ 号 ロ 」 を 「 附

則 第 15条 第 24項 第 １ 号 ロ 」 に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、

同 条 第 12項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 １ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 15条 第 2 4項

第 １ 号 ハ 」 に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 13項 中

「 附 則 第 15条 第 2 5項 第 １ 号 ニ 」 を 「 附 則 第 15条 第 2 4項 第 １ 号 ニ 」 に 、

「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 14項 中 「 附 則 第 15条 第

25項 第 ２ 号 」 を 「 附 則 第 15条 第 2 4項 第 ２ 号 」 に 、 「 ７ 分 の ６ 」 を

「 ５ 分 の ３ 」 に 改 め 、 同 条 第 15項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 ３ 号 イ 」

を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 ３ 号 イ 」 に 、 「 ４ 分 の ３ 」 を 「 ３ 分 の ２ 」

に 改 め 、 同 条 第 1 6項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 ３ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 15

条 第 24項 第 ３ 号 ロ 」 に 、 「 ４ 分 の ３ 」 を 「 ３ 分 の ２ 」 に 改 め 、 同 条

第 17項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 ３ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 ４

号 」 に 改 め 、 同 条 第 18項 か ら 第 2 0項 ま で を 削 り 、 同 条 第 21項 中 「 附

則 第 15条 第 28項 」 を 「 附 則 第 15条 第 27項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 18

項 と し 、 同 条 第 2 2項 中 「 附 則 第 15条 第 32項 」 を 「 附 則 第 15条 第 31

項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 19項 と し 、 同 条 第 23項 中 「 附 則 第 15条 第

36項 」 を 「 附 則 第 15条 第 35項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 20項 と し 、 同

条 第 24項 中 「 附 則 第 15条 第 37項 」 を 「 附 則 第 15条 第 36項 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 21項 と し 、 同 条 第 2 5項 中 「 附 則 第 15条 第 40項 」 を 「 附

則 第 15条 第 39項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 22項 と し 、 同 条 第 26項 中

「 附 則 第 15条 第 4 1項 」 を 「 附 則 第 15条 第 40項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 23項 と し 、 同 条 中 第 27項 を 第 2 4項 と し 、 第 28項 を 第 25項 と し 、 同

条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

26 法 附 則 第 15条 の 11第 １ 項 に 規 定 す る 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 ３ 分 の １ と す る 。  

附 則 第 10条 の ３ 第 ７ 項 中 「 附 則 第 12条 第 16項 」 を 「 附 則 第 12条 第

17項 」 に 改 め 、 同 条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 12条 第 19項 」 を 「 附 則 第 1 2条

第 20項 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 項 第 ４ 号 中 「 附 則 第 1 2条 第 23項 」 を 「 附
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則 第 12条 第 24項 」 に 改 め 、 同 項 第 ６ 号 中 「 附 則 第 12条 第 24項 」 を

「 附 則 第 12条 第 2 5項 」 に 改 め 、 同 条 第 10項 第 ５ 号 及 び 第 12項 第 ５ 号

中 「 附 則 第 12条 第 31項 」 を 「 附 則 第 12条 第 32項 」 に 改 め 、 同 条 第 15

項 中 「 附 則 第 12条 第 19項 」 を 「 附 則 第 12条 第 20項 」 に 改 め 、 同 条 第

16項 中 「 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 」 を 「 改 修 特 別 特 定 建 築 物 」 に 、

「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則

（ 平 成 18年 国 土 交 通 省 令 第 11 0号 ） 第 1 0条 第 ２ 項 に 規 定 す る 通 知 書

の 写 し 及 び 主 と し て 劇 場 、 音 楽 堂 等 の 活 性 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24

年 法 律 第 49号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 実 演 芸 術 の 公 演 の 用 に 供 す

る 施 設 で あ る 」 を 「 施 行 規 則 附 則 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 補 助

に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写 し 及 び 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円

滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 8年 法 律 第 91号 ） 第 14条 第 １ 項 に 規

定 す る 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 （ 同 条 第 ３ 項 の 条 例 で 付 加 し た 事 項

を 含 む 。 ） 又 は 同 法 第 17条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 同 法 第 ２ 条 第 20

号 に 規 定 す る 建 築 物 特 定 施 設 の 構 造 及 び 配 置 に 関 す る 基 準 に 適 合 す

る 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

(３ )  家 屋 が 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る

法 律 施 行 令 （ 平 成 18年 政 令 第 379号 ） 第 ５ 条 各 号 に 掲 げ る 特 別

特 定 建 築 物 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す

る 法 律 第 14条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 同 法 第 ２ 条 第 18号 に 規 定 す

る 特 定 建 築 物 を 含 む 。 ） の い ず れ に 該 当 す る か の 別  

附 則 第 15条 の ２ か ら 第 15条 の ６ ま で を 削 る 。  

附 則 第 16条 の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 １ 項 中 「 法 第

444条 第 ３ 項 に 規 定 す る 」 を 「 道 路 運 送 車 両 法 第 6 0条 第 １ 項 後 段 の

規 定 に よ る 」 に 、 「 か ら 第 ４ 項 ま で 」 を 「 及 び 第 ３ 項 」 に 改 め 、

「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８

年 ３ 月 31日 ま で 」 を 「 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 10年 ３ 月 31日 ま

で 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 法 第 446条 第 １

項 第 ３ 号 」 を 「 同 項 」 に 改 め 、 「 及 び 次 項 」 を 削 り 、 「 令 和 ４ 年 ４

月 １ 日 」 を 「 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 」 に 、 「 当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受
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け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 」 を 「 令 和 ８ 年 度 分 」 に 改 め 、 「 の

種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 を 削 る 。  

附 則 第 16条 の ２ の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 １ 項 中

「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 「 か ら 第 ４ 項 ま で 」 を 「 又 は 第 ３ 項 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。  

附 則 第 16条 の ３ 第 ３ 項 第 ２ 号 、 第 16条 の ４ 第 ３ 項 第 ２ 号 及 び 第 1 7

条 第 ３ 項 第 ２ 号 中 「 、 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 附 則 第 ７ 条 の ３ の

２ 第 １ 項 」 を 「 及 び 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 17条 の ２ 第 １ 項 中 「 令 和 ８ 年 度 」 を 「 令 和 11年 度 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 中 「 令 和 ８ 年 度 」 を 「 令 和 11年 度 」 に 、 「 附 則 第 34条 の

２ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 34条 の ２ 第 ６ 項 」 に 、 「 附 則 第 34条 の ２ 第 10

項 」 を 「 附 則 第 3 4条 の ２ 第 12項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

４  第 １ 項 （ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 場 合 に お い

て 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 3 1条 の ２ 第 ２ 項 第

13号 か ら 第 15号 ま で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る も の を し た

と き に お け る そ の 譲 渡 を し た 土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に お い て

地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 30号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 地 す べ

り 防 止 区 域 、 急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 44年 法 律 第 57号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、 土 砂

災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 12年 法 律 第 57号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 又

は 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 （ 平 成 15年 法 律 第 77号 ） 第 56条 第

１ 項 の 浸 水 被 害 防 止 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土 地 等 の 譲 渡 は 、

第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 又 は 確 定

優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 に 該 当 し な い も の と み な す 。  

附 則 第 18条 第 ５ 項 第 ２ 号 及 び 第 1 9条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 、 附 則 第 ７

条 の ３ 第 １ 項 及 び 附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 及 び 附 則 第 ７ 条

の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 19条 の ３ を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 課 税 の 特
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例 ）  

第 19条 の ３  当 分 の 間 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別 措

置 法 第 38条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得

を 有 す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 及 び 雑 所 得 に つ い て

は 、 第 32条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 33条 の ３ の 規 定 に か か わ ら

ず 、 他 の 所 得 と 区 分 し 、 前 年 中 の 当 該 事 業 所 得 の 金 額 、 譲 渡 所 得

の 金 額 及 び 雑 所 得 の 金 額 と し て 令 附 則 第 18条 の ６ の ４ で 定 め る と

こ ろ に よ り 計 算 し た 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 暗 号 資 産 に

係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と い う 。 ） に 対 し 、 特 定 暗 号 資 産 に 係 る

課 税 譲 渡 所 得 等 の 金 額 （ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額

（ 次 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 第 33条 の ２ の 規

定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 ） を い う 。 ） の 100

分 の ３ に 相 当 す る 金 額 に 相 当 す る 市 民 税 の 所 得 割 を 課 す る 。  

２  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  第 33条 の ２ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 総 所 得 金

額 」 と あ る の は 、 「 総 所 得 金 額 、 附 則 第 19条 の ３ 第 １ 項 に 規 定

す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と す る 。  

(２ )  第 33条 の ６ か ら 第 33条 の ８ ま で 、 第 33条 の ９ 第 １ 項 、 附 則

第 ７ 条 第 １ 項 及 び 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 第 33条 の ６ 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 及 び

附 則 第 19条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と 、

第 3 3条 の ７ 第 １ 項 前 段 、 第 33条 の ８ 、 第 33条 の ９ 第 １ 項 、 附 則

第 ７ 条 第 １ 項 及 び 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ

る の は 「 所 得 割 の 額 並 び に 附 則 第 19条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る

市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と 、 第 33条 の ７ 第 １ 項 後 段 中 「 所 得 割 の

額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第 19条 の ３ 第 １ 項 の 規 定

に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 の 合 計 額 」 と す る 。  

(３ )  第 34条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 又 は 山 林 所 得 金

額 」 と あ る の は 「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 又 は 附 則 第 19条 の ３ 第

１ 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、
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「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は 「 、 山 林 所 得 金 額 若 し く

は 附 則 第 19条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所

得 等 の 金 額 」 と す る 。  

(４ )  附 則 第 ５ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 １ 項 中 「 山 林

所 得 金 額 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 附 則 第 19条 の ３ 第

１ 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、 同

条 第 ２ 項 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 並 び に 附 則

第 1 9条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と す る 。  

附 則 第 20条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 、 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 附 則 第

７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 及 び 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 20条 の ２ 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ５ 項 第 ２ 号 並 び に 第 20条 の ３

第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ５ 項 第 ２ 号 中 「 、 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 附

則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 及 び 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

(１ )  第 35条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 、 第 35条 の ３ の ２ 及 び 第 35条 の

３ の ３ の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ６ 条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ７ 条

の ３ の ２ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （ 「 令 和 20年 度 」 を 「 令 和 25年 度 」

に 改 め る 部 分 及 び 「 令 和 ７ 年 」 を 「 令 和 12年 」 に 改 め る 部 分 に

限 る 。 ） 並 び に 次 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定  令 和 ９ 年 １ 月 １

日  

(２ )  第 61条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定  令 和 ９ 年

４ 月 １ 日  

(３ )  第 33条 の ７ 第 ２ 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ７ 条 の ４ の 改 正

規 定 （ 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項 又

は 第 ４ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 、 附 則 第 ９ 条 の ２ の 改 正 規

定 及 び 附 則 第 17条 の ２ の 改 正 規 定 （ 同 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中

「 令 和 ８ 年 度 」 を 「 令 和 11年 度 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び
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に 次 条 第 ４ 項 の 規 定  令 和 10年 １ 月 １ 日  

(４ )  附 則 第 ７ 条 の ４ の 改 正 規 定 （ 前 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除

く 。 ） 及 び 附 則 第 19条 の ３ の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ３ 項 及 び 第

５ 項 の 規 定  金 融 商 品 取 引 法 及 び 資 金 決 済 に 関 す る 法 律 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第    号 ） の 施 行 の 日 の 属 す

る 年 の 翌 々 年 の １ 月 １ 日  

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」

と い う 。 ） 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 条 第 １

号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に

つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て

提 出 し た こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 仙 北 市 市 税 条 例 第 35条 の ３ の ３

第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  前 条 第 １ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 市 税 条 例 附 則 第

７ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務

者 が 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 令 和 ８ 年 法 律 第 12号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 所 得 税 法 等 改 正

法 」 と い う 。 ） 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭

和 32年 法 律 第 26号 ） 第 41条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第

16項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 と み な さ れ る

同 条 第 16項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。 ） 若 し く は 既 存 住

宅 （ 同 条 第 17項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み

な さ れ る 同 条 第 1 7項 に 規 定 す る 特 例 既 存 住 宅 及 び 同 条 第 35項 の 規

定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 3 5項

に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含 む 。 ） 若 し く は 増 改 築 等 を し た 家

屋 （ 同 条 第 17項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 増 改 築 等 を し

た 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第 17項 に 規 定 す る 特 例 増 改 築 等 を し た 家

屋 を 含 み 、 当 該 増 改 築 等 又 は 当 該 特 例 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 又 は 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 18項 の 規 定
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に よ り 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 1 8項

に 規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。 ） を 同 条 第 １ 項 の 定 め る と こ

ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 市 民 税

の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 同 日 前 に 所 得 税 法 等 改 正 法 第 ７ 条 の 規 定

に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置 法 第 41条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家

屋 （ 同 条 第 20項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 と

み な さ れ る 同 条 第 20項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。 ） 若 し

く は 既 存 住 宅 （ 同 条 第 35項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 既

存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 35項 に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含

む 。 ） 若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋 （ 当 該 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に

限 る 。 ） 又 は 同 条 第 10項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 21項 の 規

定 に よ り 同 条 第 1 0項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 21

項 に 規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。 ） を 同 条 第 １ 項 の 定 め る と

こ ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

３  前 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 市 税 条 例 附 則 第

７ 条 の ４ の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及

び 第 ５ 項 に お い て 「 ４ 号 施 行 日 」 と い う 。 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年

度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 ４ 号 施 行 日 の 属

す る 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  新 条 例 附 則 第 17条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税

義 務 者 が 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 行 う 新 条 例 附

則 第 1 7条 の ２ 第 １ 項 の 土 地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。  

５  新 条 例 附 則 第 19条 の ３ の 規 定 は 、 ４ 号 施 行 日 の 属 す る 年 度 の 翌

年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 新 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税

に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て

適 用 し 、 令 和 ７ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  
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２  新 条 例 第 61条 の 規 定 は 、 令 和 ９ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税

に つ い て 適 用 し 、 令 和 ８ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で の 間 に 新 た に 取 得

さ れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 ２ 号 ）

第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 22 6号 。

次 項 に お い て 「 旧 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 15条 第 2 5項 に 規 定 す る 特

定 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で の 間 に 旧 法 附 則 第

15条 の 11第 １ 項 に 規 定 す る 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た 同 項

に 規 定 す る 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  新 条 例 の 規 定 中 軽 自 動 車 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ８ 年 度 以

後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に つ い て 適 用 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課

す る 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  令 和 ７ 年 度 以 前 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

（ 仙 北 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  仙 北 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 26年 仙 北 市

条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 ６ 条 中 「 規 定 よ る 」 を 「 規 定 に よ る 」 に 改 め 、 「 の 種 別

割 」 を 削 る 。  
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議案第  ５７  号  

 

 

 

専決処分の承認について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、仙北市国民健康保険税条例（平成２０年仙北市条例第

２２号）の一部を改正する条例の制定について別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を

求める。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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専決処分第  ７  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 

 

 仙北市国民健康保険税条例（平成２０年仙北市条例第２２号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

基づき、専決処分する。  

 

 

 

  令和８年３月３１日  処分  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 平 成 20年 仙 北 市 条 例 第 22号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 66万 円 」 を 「 67万 円 」 に 改 め る 。  

第 21条 第 １ 項 中 「 66万 円 」 を 「 6 7万 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中

「 305,0 00円 」 を 「 31万 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 56万 円 」 を

「 57万 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 区 分 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 規 定 は 、

令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和

７ 年 度 分 ま で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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議案第  ５８  号  

 

 

 

専決処分の承認について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、令和７年度仙北市一般会計補正予算（第２２号）につ

いて別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

これを報告し、承認を求める。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

   

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明

28



議案第  ６０  号  

 

 

 

   仙北市監査委員選任につき同意を求めることについて  

 

 

 

 次の者を仙北市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により議会の同意

を求める。  

 

 

 

  令和８年５月１２日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

 

記  

 

 

 

選任すべき委員の住所、氏名、生年月日、任期  

 

住   所    

氏   名   熊  谷  一  夫  

生年月日    

任   期   令和８年５月１３日～令和１２年４月３０日  

29


